
平
成
二
十
一
年
二
月
六
日
受
領

答

弁

第

六

七

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
七
号

平
成
二
十
一
年
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
政
府
の
ソ
マ
リ
ア
沿
岸
に
お
け
る
海
賊
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
政
府
の
ソ
マ
リ
ア
沿
岸
に
お
け
る
海
賊
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
事
案
は
、
我
が
国
を
含
む
国
際
社
会
に
と
っ
て
の
脅
威
で
あ
り
、
緊
急
に
対
応
す

べ
き
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
海
賊
対
策
の
た
め
の
新
た
な
法
制
を
整
備
す
る
ま
で
の
応
急
措
置
と
し
て
、
自
衛
隊

が
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
（
以
下
「
海

上
警
備
行
動
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
に
対
処
す
る
た
め
の
準
備
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
「
安
保
理
」
と
い
う
。
）
決
議
第
千
八
百
十
六
号
、
第
千
八
百
三
十
八
号
、
第
千
八

百
四
十
六
号
及
び
第
千
八
百
五
十
一
号
が
採
択
さ
れ
た
時
点
で
、
我
が
国
は
安
保
理
理
事
国
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
投
票
は

行
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
決
議
第
千
八
百
五
十
一
号
が
採
択
さ
れ
た
安
保
理
閣
僚
級
会
合
の
場
で
、
我
が
国
は
、
安
保
理
非

理
事
国
の
立
場
で
、
同
決
議
の
採
択
を
歓
迎
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
発
言
を
行
っ
た
。

二
の
�
及
び
�
並
び
に
三
の
�
の
�
に
つ
い
て

自
衛
隊
が
海
上
警
備
行
動
に
よ
っ
て
ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
に
対
処
す
る
た
め
の
準
備
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋

一



ね
の
成
果
等
に
つ
い
て
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
我
が
国
か
ら
ソ
マ
リ
ア
沖
ま
で
の
距
離
が
約
六
千
五
百
海
里
離
れ
て
い
る
こ
と
、
ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
が
ロ
ケ
ッ

ト
ラ
ン
チ
ャ
ー
等
の
重
火
器
で
武
装
し
て
い
る
こ
と
、
海
上
保
安
庁
が
諸
外
国
の
海
軍
軍
艦
と
の
連
携
行
動
の
実
績
が
な
い

こ
と
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
結
果
、
現
状
に
お
い
て
は
、
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
を
派
遣
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
問
題
に
関
し
、
国
際
社
会
に
は
、
各
国
が
自
国
の
国
民
・
船
舶
の
安
全
を
守
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
期
待
感
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
日
本
国
民
の
人
命
及
び
財
産
の
保
護
に

係
る
責
務
を
果
た
す
べ
く
、
実
行
可
能
な
海
賊
対
策
を
、
我
が
国
自
身
が
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

三
の
�
及
び
�
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
理
由
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
ソ
マ
リ
ア
情
勢
の
不
安
定
化
に
伴
い
、
ソ
マ
リ
ア
沖
に
お
い
て
海

賊
行
為
に
よ
る
被
害
が
増
加
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

三
の
�
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

自
衛
隊
が
海
上
警
備
行
動
に
よ
っ
て
ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
に
対
処
す
る
た
め
の
準
備
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
自
衛

二



隊
に
よ
る
活
動
等
の
詳
細
に
つ
い
て
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
問
題
の
解
決
に
は
ソ
マ
リ
ア
情
勢
の
安
定
が
不
可
欠
と
認
識
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
ソ
マ
リ

ア
に
お
け
る
和
平
の
取
組
を
支
援
す
る
な
ど
、
ソ
マ
リ
ア
情
勢
の
安
定
の
た
め
に
協
力
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三


